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平成２８年９月２１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２７年（行ケ）第１０２４４号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２８年８月３日 

            判    決 

     

         原       告   Ｘ 

          同訴訟代理人弁理士   杉   村   憲   司 

                      塚   中   哲   雄 

                      柿   沼   公   二 

     

被       告   住友ベークライト株式会社 

 

          同訴訟代理人弁護士   横   井   康   真 

          同     弁理士   速   水   進   治 

                      萩   原   京   平 

                      飛   澤   晃   彦 

                      鶴   崎   宗   雄 

            主    文 

１ 原告の請求を棄却する。 

       ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 請求 

 特許庁が無効２０１５－８０００９１号事件について平成２７年１１月４日にし

た審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 １ 特許庁における手続の経緯等 
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(1) 被告は，平成２２年１２月２７日，発明の名称を「離型フィルム」とする発

明について特許出願（特願２０１０－２８９４４１号）をし，平成２７年１月３０

日，設定の登録（特許第５６８５９３０号）を受けた（請求項の数５。以下，この

特許を「本件特許」という。甲１９）。 

(2) 原告は，平成２７年３月３０日，本件特許の請求項１ないし５に係る発明に

ついて特許無効審判を請求し，無効２０１５－８０００９１号事件として係属した。 

(3) 特許庁は，平成２７年１１月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」

との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本

は，同月１３日，原告に送達された。 

(4) 原告は，平成２７年１２月１１日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提

起した。 

 ２ 特許請求の範囲の記載 

 特許請求の範囲の請求項１ないし５の記載は，次のとおりである。以下，本件特

許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明１」などといい，これらを併せて

「本件各発明」という。また，その明細書（甲１９）を，図面を含めて「本件明細

書」という。 

 【請求項１】少なくとも，ポリエステル系樹脂（Ａ）を主成分とする樹脂から形

成される第１離型層並びに，樹脂成分としてポリプロピレン樹脂（Ｂ１）およびエ

チレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）を含有し，前記第１離型層の片側

に設けられるクッション層を備え， 

前記エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）がメタアクリル酸メチル

から誘導される単位を５重量％以上１４重量％以下含有している，離型フィルム。 

 【請求項２】前記クッション層中に含有されるポリプロピレン樹脂（Ｂ１）とエ

チレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）との重量比（Ｂ１／Ｂ２）がＢ１

／Ｂ２＝１０／９０～３０／７０である請求項１記載の離型フィルム。 

【請求項３】前記ポリプロピレン樹脂のメルトフローレート〔ＪＩＳ Ｋ７２１
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０ 加熱温度２３０℃，荷重２１．１８Ｎ〕が０．５ｇ／１０ｍｉｎである請求項

１または２記載の離型フィルム。 

【請求項４】前記ポリエステル系樹脂（Ａ）がＰＢＴ系樹脂である請求項１～３

のいずれか１項に記載の離型フィルム。 

【請求項５】前記クッション層の第１離型層形成側の反対側に形成される第２離

型層をさらに備える請求項１に記載の離型フィルム。 

３ 本件審決の理由の要旨 

(1) 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①

本件発明１は，ⅰ）下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明１Ｃ」と

いう。）と同一ということはできないから，特許法２９条１項３号の規定に違反し

て特許されたものではない，ⅱ）引用発明１Ｃ又は下記アの引用例１の請求項１に

記載された発明（以下「引用発明１Ｂ」という。），下記イの引用例２に記載され

た発明（以下「引用発明２」という。）及び下記ウの引用例３に記載された発明

（以下「引用発明３」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることがで

きたものではないから，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものではな

い，②本件発明２ないし５は，引用発明１Ｃ又は引用発明１Ｂ，引用発明２及び引

用発明３に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものではないから，

特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものではない，などというものであ

る。 

ア 引用例１：国際公開第２００５／０３０４６６号（甲１） 

イ 引用例２：住友化学工業株式会社 藤田晴教ら著「ポリオレフィンの複合化

による環境分野への展開」住友化学 ２０００－ＩＩ，第４頁～第１１頁（甲２） 

ウ 引用例３：特開２００２－７９６３０号公報（甲３） 

(2) 本件発明１と引用発明との対比 

 ア 引用発明 

 本件審決が認定した引用発明は，以下のとおりである。引用発明の認定について
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当事者間に争いはない。 

 (ア) 引用発明１Ｃ 

ＤＳＣによる融解ピーク温度である融点が５０～１３０℃の範囲にある樹脂を主

成分とする樹脂組成物からなる追従層と， 

融点が２００℃以上である樹脂を主成分とする樹脂組成物からなり，前記追従層

に積層されている離型層と 

を有する多層シートであって， 

２枚の前記多層シートの離型層同士を１７０℃，３ＭＰａの条件で３０分間圧着

させたときに，ＡＳＴＭ Ｄ１８９３に準拠する方法により測定したブロッキング

力が０．１Ｎ／ｃｍ以下であり， 

追従層は，融点が５０～１３０℃の範囲の第１の樹脂と，融点が１３０℃よりも

高く２５０℃以下である第２の樹脂を含み， 

第１の樹脂として，エチレン，プロピレン，ブテン，ペンテン，ヘキセン，オク

テン，メチルペンテンなどのα－オレフィンの１種あるいは２種以上の共重合体，

また，エチレンなどのα－オレフィンの１種あるいは２種以上と，酢酸ビニル，ア

クリル酸，メタクリル酸（判決注：メタアクリル酸と同義であり，以下，メタアク

リル酸ともいう。），アクリル酸エステル，メタクリル酸エステル，マレイン酸，

無水マレイン酸，ノルボルネン，エチリデンノルボルネンなどとの１種あるいは２

種以上の共重合体などが挙げられ，ポリエチレン樹脂，エチレン酢酸ビニル共重合

樹脂，エチレン－アクリレート共重合樹脂，エチレン－メチルアクリレート共重合

樹脂，エチレン－エチルアクリレート共重合樹脂，エチレン－ブチルアクリレート

共重合樹脂などが挙げられ， 

第２の樹脂として，ポリプロピレン系樹脂，（１－）ブテン系樹脂，ポリペンテ

ン系樹脂，ポリメチルペンテン系樹脂，ポリブチレンテレフタレート，ポリプロピ

レンテレフタレート，ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル，６－ナイ

ロン（登録商標），１１－ナイロン（登録商標），１２－ナイロン（登録商標）な
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どのポリアミド，ポリカーボネート及びこれらを変性した化合物などが挙げられ， 

離形層を構成する樹脂として，結晶性芳香族ポリエステルが好適であり，結晶性

芳香族ポリエステルとしては，例えば，ポリエチレンテレフタレート，ポリブチレ

ンテレフタレート，ポリヘキサメチレンテレフタレート，ポリエチレンナフタレー

ト，ポリブチレンナフタレート，テレフタル酸ブタンジオールポリテトラメチレン

グリコール共重合体等が挙げられ，なかでも，ブチレンテレフタレートを含むもの

が好適である 

多層シート。 

 (イ) 引用発明１Ｂ 

ＤＳＣによる融解ピーク温度である融点が５０～１３０℃の範囲にある樹脂を主

成分とする樹脂組成物からなる追従層と，融点が２００℃以上である樹脂を主成分

とする樹脂組成物からなり，前記追従層に積層されている離型層とを有する多層シ

ートであって，２枚の前記多層シートの離型層同士を１７０℃，３ＭＰａの条件で

３０分間圧着させたときに，ＡＳＴＭ Ｄ１８９３に準拠する方法により測定した

ブロッキング力が０．１Ｎ／ｃｍ以下であることを特徴とする多層シート。 

 イ 本件発明１と引用発明１Ｃとの一致点及び相違点 

 本件審決が認定した本件発明１と引用発明１Ｃとの一致点及び相違点は，以下の

とおりである。相違点Ａが実質的な相違点であるかについては，後記のとおり争い

がある。 

 (ア) 一致点 

  ポリエステル系樹脂を主成分とする樹脂から形成される第１離型層並びに，樹脂

成分として一方の樹脂および他方の樹脂を含有し，前記第１離型層の片側に設けら

れるクッション層を備える，離型フィルム。 

 (イ) 相違点Ａ 

 クッション層を構成する一方の樹脂および他方の樹脂について，本件発明１Ｃで

は「樹脂成分としてポリプロピレン樹脂（Ｂ１）およびエチレン－メタアクリル酸
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メチル共重合体（Ｂ２）を含有し，前記エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体

（Ｂ２）がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量％以上１４重量％以

下含有している」であるのに対し，引用発明１Ｃでは，「融点が５０～１３０℃の

範囲の第１の樹脂と，融点が１３０℃よりも高く２５０℃以下である第２の樹脂を

含み， 第１の樹脂として，エチレン，プロピレン，ブテン，ペンテン，ヘキセン，

オクテン，メチルペンテンなどのα－オレフィンの１種あるいは２種以上の共重合

体，また，エチレンなどのα－オレフィンの１種あるいは２種以上と，酢酸ビニル，

アクリル酸，メタクリル酸，アクリル酸エステル，メタクリル酸エステル，マレイ

ン酸，無水マレイン酸，ノルボルネン，エチリデンノルボルネンなどとの１種ある

いは２種以上の共重合体などが挙げられ，ポリエチレン樹脂，エチレン酢酸ビニル

共重合樹脂，エチレン－アクリレート共重合樹脂，エチレン－メチルアクリレート

共重合樹脂，エチレン－エチルアクリレート共重合樹脂，エチレン－ブチルアクリ

レート共重合樹脂などが挙げられ，第２の樹脂として，ポリプロピレン系樹脂，

（１－）ブテン系樹脂，ポリペンテン系樹脂，ポリメチルペンテン系樹脂，ポリブ

チレンテレフタレート，ポリプロピレンテレフタレート，ポリエチレンテレフタレ

ートなどのポリエステル，６－ナイロン（登録商標），１１－ナイロン（登録商

標），１２－ナイロン（登録商標）などのポリアミド，ポリカーボネート及びこれ

らを変性した化合物などが挙げられ」るものである点。 

ウ 本件発明１と引用発明１Ｂとの一致点及び相違点 

 本件審決が認定した本件発明１と引用発明１Ｂとの一致点及び相違点は，以下の

とおりである。一致点及び相違点の認定について，当事者間に争いはない。 

 (ア) 一致点 

  第１離型層，及び前記第１離型層の片側に設けられるクッション層を備える，離

型フィルム。 

 (イ) 相違点１ 

 第１離型層が，本件発明１では，「ポリエステル系樹脂（Ａ）を主成分とする樹
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脂から形成される」が，引用発明１Ｂでは，「融点が２００℃以上である樹脂を主

成分とする樹脂組成物からな」る点。 

 (ウ) 相違点２ 

 クッション層が，本件発明１では，「樹脂成分としてポリプロピレン樹脂（Ｂ１）

およびエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）を含有し，前記エチレン

－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）がメタアクリル酸メチルから誘導される

単位を５重量％以上１４重量％以下含有している」が，引用発明１Ｂでは，「ＤＳ

Ｃによる融解ピーク温度である融点が５０～１３０℃の範囲にある樹脂を主成分と

する樹脂組成物からなる」点。 

 ４ 取消事由 

 (1) 本件発明１に係る引用発明１Ｃに基づく新規性判断の誤り（取消事由１） 

 (2) 本件発明１に係る引用発明１Ｃに基づく進歩性判断の誤り（取消事由２） 

 (3) 本件発明２ないし５に係る引用発明１Ｃに基づく進歩性判断の誤り（取消事

由３） 

 (4) 本件発明１に係る引用発明１Ｂに基づく進歩性判断の誤り（取消事由４） 

 (5) 本件発明２ないし５に係る引用発明１Ｂに基づく進歩性判断の誤り（取消事

由５） 

第３ 当事者の主張 

１ 取消事由１（本件発明１に係る引用発明１Ｃに基づく新規性判断の誤り）に

ついて 

〔原告の主張〕 

 (1) 本件審決は，引用発明１Ｃにおいて，本件発明１で特定する特定の樹脂の組

合せ及びメタアクリル酸メチルから誘導される単位の本件発明１で特定する特定の

範囲を選択するべき積極的な理由，事情を見いだすことはできないことを理由とし

て，相違点Ａは実質的な相違点であると判断する。 

(2) しかし，本件審決も認めるように，「本件発明１のクッション層を構成する
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樹脂は，一方の樹脂が「ポリプロピレン樹脂（ＰＰ）」，他方の樹脂が「エチレン

－メタクリル酸メチルエステル共重合体（エチレン－メタアクリル酸メチル共重合

体。ＥＭＭＡ）」であるところ，これらの樹脂は，引用発明１Ｃに含まれている。」

ものである。さらに，引用発明１Ｃは，一方の樹脂と他方の樹脂の任意の組合せを

含むものである。また，「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）」は，

「エチレン」単位と「メタアクリル酸メチル」単位が重合することによって生成さ

れる重合体であり，「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）」には，

「メタアクリル酸メチル」から誘導される単位が必ず何らかの割合で含まれるもの

である。そして，引用発明１Ｃでは，「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体

（Ｂ２）」における「メタアクリル酸メチル」単位の割合を何ら限定しておらず，

また，「５重量％以上１４重量％以下」の割合を排除する記載はない。 

 そうすると，本来，相違点Ａは，本件発明１と引用発明１Ｃの相違点にはなり得

ないのであって，例外的に，本件発明１が，クッション層を構成する一方の樹脂と

して「ポリプロピレン樹脂」，他方の樹脂として「エチレン－メタクリル酸メチル

エステル共重合体」を選択し，「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ

２）」がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量％以上１４重量％以下

含有している」ものを選択したことにより，本件発明１の効果が，引用発明１Ｃの

効果よりも優れていることが認められる場合に限り，新規性が認められる余地があ

るというべきである。 

 本件発明１の効果に関する実験（甲２７の２）と引用発明１Ｃの効果に関する実

験（甲２１の３）は，いずれも被告が行ったものであり，これらによれば，本件発

明１の効果が引用発明１Ｃの効果よりも優れているということはできない。 

 (3) したがって，本件発明１の新規性が認められる余地はない。 

〔被告の主張〕 

 (1) 本件発明１は，「樹脂成分としてポリプロピレン樹脂（Ｂ１）およびエチレ

ン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）を含有し，前記第１離型層の片側に設
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けられるクッション層を備え」という構成と，「前記エチレン－メタアクリル酸メ

チル共重合体（Ｂ２）がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量％以上

１４重量％以下含有している」という構成のそれぞれに独立に技術的意義が存する

のではなく，上記各構成の組合せに技術的意義がある。 

 引用発明１Ｃの「第１の樹脂」ないし「第２樹脂」は，原料の候補にすぎず，そ

の外延すら明確でないものであって，上位概念を形成するような樹脂の群とすらな

り得ない。このように，引用発明における上位概念の範囲が定まらない以上，その

下位概念として本件発明１が全部包摂されることなどない。 

 したがって，本件発明１は，引用発明１Ｃに対する選択発明といえるようなもの

ではなく，選択発明として特許され得る条件を満たすか否かにかかわらず，本件発

明１は新規性を有している。 

 (2) また，本件発明１は，上記各構成の組合せに技術的意義があり，これらは一

体不可分の構成である。他方，引用発明１Ｃは，一方の樹脂と他方の樹脂について，

それぞれ使用し得る樹脂の例示を含むものとして記載されているにすぎない。これ

らの例示から，あらゆる樹脂の任意の組合せを導き出すことができるわけではなく，

相違点１に係る樹脂の組合せ（ポリプロピレン（ＰＰ）とエチレン－メタアクリル

酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ））とすることは，極めて多数の組合せの中から，一

つの組合せを選択することであり，引用例１全体を見ても，このように選択すべき

積極的な理由，事情を見いだすことはできない。 

 したがって，本件発明１と引用発明１Ｃとは，相違点Ａにおいて相違し，この相

違点は実質的相違点であるから，本件発明１は新規性を有する。 

 (3) 原告は，相違点Ａは，実質的相違点になり得ないと主張する。しかし，かか

る主張は，引用発明１Ｃが，一方の樹脂と他方の樹脂の任意の組合せを含むもので

あるとする独自の見解に基づいて，引用例１にはポリプロピレン（ＰＰ）とエチレ

ン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）との組合せが記載されていると結

論付け，さらに，エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）には，メタア



- 10 - 

クリル酸メチルから誘導される単位が必ず何らかの割合で含まれるものであるとい

う強引な根拠付けにより，ポリプロピレン（ＰＰ）とエチレン－メタアクリル酸メ

チル共重合体（ＥＭＭＡ）との組合せによって追従層を形成する場合におけるエチ

レン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）のメタアクリル酸メチルから誘

導される単位（以下「ＭＭＡ含量」ということもある。）を本件発明１のごとく規

定することが引用例１に記載されているというものであって，到底是認できない。 

 (4) 引用発明の認定において効果の差異を持ち出すことは誤りである。仮に効果

に着目したとしても，本件発明１は，引用発明１Ｃに比較して優れた効果を奏する

ものである。 

２ 取消事由２（本件発明１に係る引用発明１Ｃに基づく進歩性判断の誤り）に

ついて 

〔原告の主張〕 

 (1) 本件審決は，本件発明１と引用発明１Ｃとの相違点Ａについて，引用発明１

Ｃに例示される多くの樹脂の中から「ポリプロピレン樹脂」を選択し，他方の樹脂

として，引用発明１Ｃに例示される多くの樹脂の中から「エチレン－メタアクリル

酸メチル共重合体」を選択し，相違点１に係る樹脂の組合せとすることは，極めて

多数の組合せの中から，一つの組合せを選択することであり，引用例１全体を見て

も，このように選択するべき積極的な理由，事情を見いだすことはできない，と判

断している。 

 この点に関し，引用例１の実施例５では，追従層に，ポリプロピレン（ＰＰ）と

ともにエチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）が用いられており，表３の

とおり，追従層のしみ出しがない上，離型性及び追従性ともに「非常に良好」と評

価されており，比較例はもとより他の実施例と比較しても，より優れた結果が得ら

れている。 

 ところで，離型フィルムの分野において，通常，エチレン－アクリル酸エステル

共重合体とエチレン－メタアクリル酸エステル共重合体は，共通する性質を有する
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一群の共重合体として考えられ，エチレン－（メタ）アクリル酸エステル共重合体

などと一括して表記されることも多い。そして，引用例１の実施例５で用いられた

ＥＥＡと，本件発明１に係るエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）

は，ともにエチレン－（メタ）アクリル酸エステルの共重合体に含まれ，さらに，

両者は，共重合体の一方の成分であるα－オレフィンがともにエチレンで共通し，

他方の成分は（メタ）アクリル酸エステルの中でも，（メタ）アクリル酸エステル

のエステル部分がメチル基とエチル基といった極めて構造の類似した基であり，両

者は，エチレン－（メタ）アクリル酸エステル共重合体の中でも極めて構造が類似

したものである。 

 そうすると，実施例５では，追従層に，ポリプロピレン（ＰＰ）とともにエチレ

ン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）が用いられており，優れた効果が得られ

ているのであるから，優れた効果を奏する離型フィルムを得るために，引用発明１

Ｃにおいて，一方の樹脂として「ポリプロピレン樹脂」を選択し，他方の樹脂とし

て，エチレン－（メタ）アクリル酸エステル樹脂の採用を検討し，その際に，優れ

た効果が得られるエチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）に極めて類似し

たエチレン－（メタ）アクリル酸エステル樹脂であるエチレン－メタアクリル酸メ

チル共重合体（ＥＭＭＡ）を選択することは，当業者によって容易に想到すること

ができることであるし，エチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）に代えて

エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）を用いても，評価結果が同

様に良好となると考えることも自然である。すなわち，本件審決のいう「このよう

に選択するべき積極的な理由，事情」は存在するといえる。 

 (2) 引用発明１Ｃでは，追従層の主成分である樹脂の融点についての特定，具体

的には「ＤＳＣによる融解ピーク温度である融点が５０～１３０℃の範囲にある樹

脂」などとの特定がある。そして，エチレン－メチルメタクリレート共重合体樹脂

をはじめとするエチレン系共重合体の特徴として，コモノマー含量を高くするほど

その共重合体の融点が下がることは，周知の技術常識である。 
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 すなわち，共重合体樹脂の融点を調整することに関する記載があったときには，

化学の分野の当業者であれば，エチレン系共重合体樹脂の融点を希望する値に調整

するためには，当該エチレン系共重合体樹脂を構成するコモノマー割合を変えるこ

とを想起する。 

 よって，引用発明１Ｃにおいて，「ＤＳＣによる融解ピーク温度である融点が５

０～１３０℃の範囲にある樹脂」が特定されていることは，当業者にとって，引用

発明１Ｃにおいて，エチレン系共重合体樹脂を構成するコモノマー割合を調整する

ことを開示するものといえる。 

 そうすると，「ポリプロピレン系樹脂」と「エチレン－メチルメタクリレート共

重合体樹脂」でクッション層を構成するに際して，クッション層の他の樹脂成分で

ある「ポリプロピレン系樹脂」との組合せにおいて，好ましい効果を奏する「エチ

レン－メチルメタクリレート共重合体樹脂」を，その融点に着目して，実験によっ

て選択することは，当業者が当然に行うべきことであり，いわゆる設計的事項であ

る。そして，エチレン系共重合体の特徴として，コモノマー含量を高くするほどそ

の共重合体の融点が下がるという相関関係があるので，共重合体をその融点の範囲

で表すか，「メタアクリル酸メチルから誘導される単位」の含有量の範囲で表すか

は，単なる表記方法の差である。 

 よって，その融点に着目して，実験によって選択した好ましい重合体を「メタア

クリル酸メチルから誘導される単位」の含有量の範囲を用いて，５重量％以上１４

重量％以下とすることに，特に困難さは認められない。 

 さらに，本件発明１における，クッション層に含まれるエチレン－メタアクリル

酸メチル共重合体のメタアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量％以上１４

重量％以下とすることの効果について，例えばコモノマーから誘導される単位が一

定割合以上であれば，ある程度の柔軟化が見込まれるので回路パターンへの追従性

が達成され，また，前記単位が一定割合以下であれば，クッション層が過度に柔軟

化されないので，端部流出の防止が達成されるにすぎないのであるから，周知技術
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の効果以上の顕著な効果は有していない。 

 (3) 本件発明１は，樹脂の組合せのみならず，物性である融点と相関のある樹脂

のコモノマー単位の割合に着目している。また，引用発明１Ｃも樹脂の物性値に着

目している。すなわち，引用発明１Ｃと本件発明１とは，融点の範囲で表すか，コ

モノマー単位の割合の範囲で表すかという単なる表記方法の差があるだけであり，

基本的思想は異ならない。 

〔被告の主張〕 

 (1) 本件発明１は所定の課題を解決するという観点から２種の樹脂を選択し組み

合わせたものであり，この選択，組合せの基準の一つとして，ＭＭＡ含有率を採用

したものであるから，樹脂の組合せとＭＭＡ含有率とは一体不可分である。これら

を分解して２つの相違点とし，各相違点について公知文献を考慮して容易に想到す

ることができるかを議論することはできない。 

 (2) 仮に，相違点Ａを分解して２つの相違点としても，エチレン－メタアクリル

酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）とポリプロピレン（ＰＰ）の組合せを導くことが容

易に想到し得るとはいえない。共重合成分としてＭＭＡを用いたときとＥＡを用い

たときでは性能面で大きな差が生じ，本件発明１のエチレン－メタアクリル酸メチ

ル共重合体（ＥＭＭＡ）とポリプロピレン（ＰＰ）との組合せは，引用例１の実施

例５に記載されたエチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）とポリプロピレ

ン（ＰＰ）との組合せよりもはるかに優れた性能を示すのであるから，「エチレン

－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）に代えてエチレン－メタアクリル酸メチル

共重合体（ＥＭＭＡ）を用いても，評価結果が同様に良好となると考えることも自

然である。」との原告主張は誤りである。また，分子の性質は分子構造がわずかに

異なるだけで大きく変動することは周知であり，アクリル酸エチル（ＥＡ）とメタ

アクリル酸メチル（ＭＭＡ）が，エステル部分と官能基が異なっているにもかかわ

らず「極めて構造が類似する」との原告主張は誤りである。 

 引用例１には，ポリプロピレン（ＰＰ）とエチレン－メタアクリル酸メチル共重
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合体（ＥＭＭＡ）の組合せにおいて，ＭＭＡ含有率をどのように調整するかについ

ては記載も示唆もされていない。原告は，分子構造の類似性から，ポリプロピレン

（ＰＰ）とエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）との組合せの構

成を採用することは容易であるとし，他方，融点の調整のためにＭＭＡ含有率を調

整することは当業者が考えつくことであるとする。原告の上記主張は，引用例１に

何ら記載のない動機を持ち出して，ポリプロピレン（ＰＰ）とエチレン－メタアク

リル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）との組合せの構成を引用発明１Ｃに付加して発

明を作った上で，当該発明に対して，別の動機を持ち出してＭＭＡ含有率を５重量

％以上１４重量％以下とする構成を付加しているのであって，各相違点について全

く異なる観点から動機付けをしようとしている点において誤っている。さらに，Ｍ

ＭＡ含有率を変更することによってエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｅ

ＭＭＡ）の種々の物性が変わることは，当該技術分野の技術常識であり，融点のみ

に着目してＭＭＡ含有率を変更することを当業者が考えるはずはない。 

 ３ 取消事由３（本件発明２ないし５に係る引用発明１Ｃに基づく進歩性判断の

誤り）について 

〔原告の主張〕 

 本件審決は，本件発明２ないし５が本件発明１を引用し，本件発明１の構成を全

て含むものであるから，引用発明１Ｃとの間に相違点Ａが認められ，容易に想到す

ることはできないとする。 

 しかしながら，既に述べたとおり，引用発明１Ｃ発明における相違点Ａに相当す

る構成を本件発明１における相違点Ａに相当する構成に置き換えることは，当業者

であれば容易に想到することができる。 

 したがって，本件審決の判断は誤っている。 

〔被告の主張〕 

 既に述べたとおり，相違点Ａは容易に想到することができないから，本件審決の

判断に誤りはない。 
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４ 取消事由４（本件発明１に係る引用発明１Ｂに基づく進歩性判断の誤り）に

ついて 

〔原告の主張〕 

 (1) 本件審決がメタクリル酸エステルを樹脂の一つと認定している点は誤りであ

る。メタクリル酸エステルは，「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体」など

の樹脂を構成する単量体の一つである。 

 (2) 本件審決は，「クッション層に「ポリプロピレン系樹脂」を用いた実施例５

では，「ポリプロピレン系樹脂」と「エチレン－エチルアクリレート共重合体」で

クッション層を構成しており，「エチレン－メチルメタクリレート共重合樹脂」で

はない。実施例は，適したものが記載されることが通常であるから，クッション層

の一つとして「ポリプロピレン樹脂」が適しているのであれば，「エチレン－メチ

ルメタクリレート共重合樹脂」と「ポリプロピレン樹脂」とを選択した実施例が存

在してしかるべきであるが，そのような実施例は記載されていない。すなわち，ク

ッション層の一つとして，「ポリプロピレン樹脂」，「エチレン－メタアクリル酸

メチル共重合体」のそれぞれを選択し，両者を組み合わせることが，容易想到であ

るということはできない。」とする。 

 しかしながら，実施例は，あくまでも発明を例示するためのものであり，適する

とされたもの全てが記載されていなければならないというものではない。そのため，

実施例に記載されていないからといって，それが適していないと認定することは誤

りである。また，引用発明１Ｂの実施例である実施例５では，追従層にポリプロピ

レン（ＰＰ）とともにエチレン－アクリル酸エチル共重合体（エチレン－エチルア

クリレート共重合体ともいう。ＥＥＡ）が用いられており，表３のとおり，追従層

のしみ出しがない上，離型性及び追従性ともに「非常に良好」と評価されており，

比較例はもとより他の実施例と比較しても，より優れた結果が得られている。よっ

て，実施例５は，「好ましい」態様であるといえる。 

既に述べたとおり，引用発明１Ｂの実施例５で用いられたエチレン－アクリル酸
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エチル共重合体（ＥＥＡ）と，本件発明１に係るエチレン－メタアクリル酸メチル

共重合体（ＥＭＭＡ）は，エチレン－（メタ）アクリル酸エステル共重合体の中で

も極めて構造が類似したものである。 

 そうすると，実施例５では，追従層に，ポリプロピレン（ＰＰ）とともにエチレ

ン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）が用いられており，優れた効果が得られ

ているのであるから，優れた効果を奏する離型フィルムを得るために，引用発明１

Ｂにおいて，一方の樹脂として「ポリプロピレン樹脂」を選択し，他方の樹脂とし

て，エチレン－（メタ）アクリル酸エステル樹脂の採用を検討し，その際に，優れ

た効果が得られるエチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）に極めて類似し

たエチレン－（メタ）アクリル酸エステル樹脂であるエチレン－メタアクリル酸メ

チル共重合体（ＥＭＭＡ）を選択することは，当業者によって容易に想到すること

ができることである。また，エチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）に代

えてエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）を用いても，評価結果

が同様に良好となると考えることも自然である。すなわち，両者を組み合わせるこ

とが，容易想到であるということはできないとの本件審決の判断は，誤っている。 

 (3) 既に述べたとおり，「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）が

メタアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量％以上１４重量％以下含有して

いる」といった範囲を選択することは，当業者が容易に想到し得ることである。 

 (4) 既に述べたとおり，引用発明１Ｂと本件発明１とは，融点の範囲で表すか，

コモノマー単位の割合の範囲で表すかという単なる表記方法の差があるだけであり，

基本的思想は異ならない。 

〔被告の主張〕 

(1) メタクリル酸エステルが，「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体」な

どの樹脂を構成する単量体の一つであることは認める。もっとも，このことは，本

件審決の結論に影響せず，引用発明１Ｂにおいて，クッション層の樹脂成分の一つ

として「エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体」を選択することが，容易に想
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到することができるとはいえない。 

(2) 引用例１には，追従層を１種類の樹脂で構成する発明と，追従層を第１の樹

脂および第２の樹脂の２種類の樹脂で構成する発明とが記載され，エチレン－メタ

アクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）については単体で使用された例，すなわち，

追従層を１種類の樹脂で構成する発明の例において示されている（実施例１～３）。

追従層は所定の技術的課題を解決するように設計されるものであるところ，２種類

の樹脂を用いて樹脂が果たすべき役割を各樹脂に分担させ得る発明と，１種類の樹

脂だけで複数の役割を果たさなければならない発明とで，樹脂の設計基準が異なる

ことは，当然である。引用例１に記載の実施例５は，追従層を第１の樹脂及び第２

の樹脂の２種類の樹脂で構成する発明の好適な例として示されたものであり，他方，

引用例１に記載の実施例１ないし３は，追従層を１種類の樹脂で構成する発明の好

適な例として示されたものであり，追従層を第１の樹脂及び第２の樹脂の２種類の

樹脂で構成する発明を実施したものではない。さらに，追従層の性能は，使用する

樹脂の種類や配合量をわずかに変化させただけでも変動するから，追従層を１種類

の樹脂で構成する発明の好適例として示された「アクリフトＷＨ１０２」を，追従

層を第１の樹脂及び第２の樹脂の２種類の樹脂で構成する発明に想到することは，

困難である。 

 ５ 取消事由５（本件発明２ないし５に係る引用発明１Ｂに基づく進歩性判断の

誤り）について 

〔原告の主張〕 

 本件審決は，本件発明２ないし５が本件発明１を引用し，本件発明１の構成を全

て含むものであるから，引用発明１Ｂとの間に相違点が認められ，容易に想到する

ことはできないとする。 

 しかしながら，既に述べたとおり，引用発明１Ｂ発明における相違点１及び同２

に相当する構成を本件発明１における相違点１及び同２に相当する構成に置き換え

ることは，当業者であれば容易に想到することができる。 
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 したがって，本件審決の判断は誤っている。 

〔被告の主張〕 

 既に述べたとおり，相違点１及び同２は容易に想到することができないから，本

件審決の判断に誤りはない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件各発明について 

(1) 本件各発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２記載のとおりであるとこ

ろ，本件明細書（甲１９）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある。 

 ア 技術分野 

 【０００１】本発明は，離型フィルムに関する。 

 イ 背景技術 

 【０００２】国際公開０５／０３０４６６号パンフレット（引用例１。甲１）に

は，離型層と追従層（クッション層）を有する離型フィルムの発明が提案されてい

る。このような離型フィルムは，例えば，回路が露出したフレキシブルフィルム

（以下「回路露出フィルム」と称する）に接着剤を介してカバーレイフィルム（以

下「ＣＬフィルム」と称する）を加熱プレスにより接着してフレキシブルプリント

回路基板（以下「ＦＰＣ」と称する）を作製する際の離型フィルムとして用いられ

る。 

 ウ 発明が解決しようとする課題 

 【０００４】引用例１に開示されるような離型フィルムは，クッション層の存在

により離型フィルムの回路露出フィルムへの埋め込み性が向上するものとなる。し

かしながらクッション層に用いる樹脂によっては，クッション層の弾性率が著しく

低下するため，加熱プレス中にフィルム端部から軟化したクッション層が流出する

という不具合が生じる場合がある。また軟化したクッション層の流出は，プレス熱

盤の汚染につながり作業効率が著しく低下する。 

 【０００５】本発明の課題は，プレス時のクッション層のフィルム端部からの流
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出によるプレス盤汚染を防ぎ，かつ十分な埋め込み性を得ることができる離型フィ

ルムを提供することにある。 

 エ 課題を解決するための手段 

 【０００６】本発明に係る離型フィルムは，少なくとも第１離型層およびクッシ

ョン層を備える。第１離型層は，ポリエステル系樹脂（Ａ）を主成分とする樹脂か

ら形成される。クッション層は，ポリプロピレン樹脂（Ｂ１）と，エチレン－メタ

アクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）とを含有する。前記クッション層は，第１離型

層の片側に設けられている。 

 【０００９】前記エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体はメタアクリル酸メ

チルから誘導される単位を５重量％以上１４重量％含有するものであることが好ま

しい。 

 オ 発明の効果 

 【００１２】本発明の離型フィルムはプレス中にクッション層端面から溶融した

樹脂の熱盤への流出量を軽減でき，フィルム同士の熱融着を防ぐとともに十分に回

路パターンに追従する。その結果，回路露出フィルムへのＣＬフィルムの接着時に

回路露出フィルムとＣＬフィルムとの間の接着剤が回路パターンへ流出する量が少

なくなり，ＦＰＣの良品率が高めることができる。 

 【００１３】またクッション層の第１離型層形成側の反対側に第２離型層を形成

すると，回路露出フィルムへのＣＬフィルムの接着時にクッション層がプレス熱盤

に付着することを防止することができる。このため，回路露出フィルムへのＣＬフ

ィルムの接着工程等に費やされる時間を短くすることができる。 

 カ 発明を実施するための形態 

 【００１５】本発明の実施の形態に係る離型フィルム１００は，図１に示される

ように，主に，離型層１１０およびクッション層１２０から構成される。なお，本

実施の形態において，離型フィルム１００の厚みは２５～３０μｍであるのが好ま

しい。 
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＜離型層＞ 

 【００１６】離型層１１０は，ポリエステル系樹脂を主成分とする樹脂から形成

される。 

＜クッション層＞ 

 【００３５】クッション層１２０は，ポリプロピレン樹脂（Ｂ１）とエチレン－

メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）とを含有する。 

【００３８】またポリプロピレン樹脂（Ｂ１）のＭＦＲ〔測定方法：ＪＩＳ Ｋ

７２１０，測定条件 加熱温度：２３０℃，荷重：２１．１８Ｎ〕は，０．５ｇ／

１０ｍｉｎ以上２．５ｇ／１０ｍｉｎ以下であることが好ましい。前記範囲下限値

以上とすることで良好な回路パターンへの追従性を示し，前記範囲上限値以下とす

ることでクッション層の流出を防ぐ。 

 【００３９】エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（Ｂ２）としては，メタ

アクリル酸メチルから誘導される単位が５重量％以上１４重量％以下を含有するも

のを用いることが好ましい。メタアクリル酸メチルから誘導される単位が前記範囲

下限値以上とすることで良好な回路パターンへの追従性を示し，前記範囲上限値以

下とすることでクッション層の端部からの流出を防ぐことができる。 

 キ 実施例 

（実施例１） 

 ＜離型フィルムの製造＞ 

【００４８】(1)第１離型層の原料 第１離型層の原料として，ポリブチレンテレ

フタレート／ポリテトラメチレングリコールブロック共重合体（ポリブチレンテレ

フタレート構成単位／ポリテトラメチレングリコール構成単位 ９０重量部／１０

重量部）（三菱エンジニアリングプラスチックス(株)製のノバデュラン（登録商標）

５５０５Ｓ）を用いた。 

【００４９】(2)クッション層の原料 クッション層の原料としては，ポリプロピ

レン（住友化学(株)製，ノーブレン（登録商標）ＦＨ１０１６：ＭＦＲ０．５ｇ／



- 21 - 

１０ｍｉｎ，表１においてＰＰ１と示す。）を１０重量％，エチレン－メタアクリ

ル酸メチル共重合体（メタアクリル酸メチル誘導単位含有量：５重量％，表１にお

いてＥＭＭＡ１と示す。）（住友化学(株)製，アクリフト（登録商標）ＷＤ１０６）

を９０重量％用いた。 

【００５０】(3)第２離型層の原料 第２離型層の原料として，ポリピロピレン

（住友化学(株)製，ノーブレン（登録商標）ＦＳ２０１１ＤＧ２）を用いた。 

【００５１】(4)接着層の原料 第１離型層とクッション層とを接着する接着層を

形成する樹脂として，変性ポリエチレン（三菱化学(株)製，モディック（登録商標）

Ｆ５１５Ａ）を用いた。 

＜離型フィルムの作製＞ 

【００５２】共押出法を利用して，クッション層の表裏に第１離型層及び第２離

型層を有する離型フィルムを作製した。 

【００５５】実際に，ＣＬフィルムが接着剤を介して仮止めされた回路露出フィ

ルムを，第１離型層が回路露出フィルムに対向するように上記離型フィルムで両側

から包み込み，熱盤プレスにより図５に示される加熱パターンで加熱プレスした。

その結果，回路露出フィルムとＣＬフィルムとの間の接着剤が回路パターンへ流出

した量（以下ＣＬ接着剤染み出し量）は，７０μｍであり，良好な回路パターン追

従性を示した（表１参照）。また，加熱プレス後の離型フィルムの剥離不良も発生

せず，良好な結果となった（表１参照）。さらに，フィルム端面からのクッション

層の流出も低減され，プレス盤の汚染（以下プレス汚染）及び，フィルム同士の熱

融着（以下フィルム熱融着）も発生しなかった。なお前記ＣＬ接着剤染み出し量が

少ないものほど，回路パターンへの追従性を示すものとなる。本試験においては，

ＣＬ接着剤染み出し量が９０μｍ未満のものを回路パターン追従性に優れるもので

あり合格とした。一方ＣＬ接着剤染み出し量が９０μｍ以上のものを回路パターン

追従性に劣るものであり不合格とした。 

（実施例２） 
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【００５６】クッション層の原料としては，ポリプロピレン（住友化学(株)製，

ノーブレン（登録商標）ＦＨ１０１６：ＭＦＲ０．５ｇ／１０ｍｉｎ）３０重量％，

エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（メタアクリル酸メチル誘導単位含有量

：５重量％）（住友化学(株)製，アクリフト（登録商標）ＷＤ１０６）７０重量％

を用いた以外は実施例１と同様にして離型フィルムを作製し，その離型フィルムの

評価を行った。 

【００５７】実施例１と同様の評価をおこなった結果，ＣＬ接着剤染み出し量は，

７０μｍであった（表１参照）。また，加熱プレス後の離型フィルムの剥離不良も

起こらなかった（表１参照）。さらに，フィルム端面からのクッション層の流出も

低減され，プレス盤の汚染及び，フィルム同士の熱融着も発生しなかった。 

（実施例３） 

【００５８】クッション層の原料としては，ポリプロピレン（住友化学(株)製の

ノーブレン（登録商標）ＦＨ１０１６：ＭＦＲ０．５ｇ／１０ｍｉｎ）３０重量％，

エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（メタアクリル酸メチル誘導単位含有量

：１４重量％，表１においてＥＭＭＡ２と示す。）（住友化学(株)製のアクリフト

（登録商標）ＣＭ８０３３）７０重量％を用いた以外は実施例１と同様にして離型

フィルムを作製し，その離型フィルムの評価を行った。 

【００５９】回路露出フィルムとＣＬフィルムとの間の接着剤が回路パターンへ

流出した量は，６５μｍであり良好な結果となった。また，加熱プレス後の離型フ

ィルムの剥離不良も起こらなかった（表１参照）。さらに，フィルム端面からの中

間層の流出も低減され，プレス盤の汚染及び，フィルム同士の熱融着も発生しなか

った。 

 (2) 前記(1)の記載によれば，本件明細書には，本件各発明に関し，以下の点が

開示されていることが認められる。 

 ア 本件各発明は，離型フィルムに関する（【０００１】）。 

 イ 従来の離型フィルムは，クッション層の存在により離型フィルムの回路露出
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フィルムへの埋め込み性が向上するものとなっていたが，クッション層に用いる樹

脂によっては，クッション層の弾性率が著しく低下するため，加熱プレス中にフィ

ルム端部から軟化したクッション層が流出するという不具合が生じる場合があり，

また，軟化したクッション層の流出は，プレス熱盤の汚染につながり作業効率が著

しく低下するといった問題点があった（【０００２】，【０００４】）。 

 ウ 本件各発明の課題は，プレス時のクッション層のフィルム端部からの流出に

よるプレス盤汚染を防ぎ，かつ十分な埋め込み性を得ることができる離型フィルム

を提供することにある。かかる課題の解決手段として，少なくとも第１離型層及び

クッション層を備え，第１離型層は，ポリエステル系樹脂（Ａ）を主成分とする樹

脂から形成し，クッション層は，ポリプロピレン樹脂（Ｂ１）とエチレン－メタア

クリル酸メチル共重合体（Ｂ２）とを含有し，エチレン－メタアクリル酸メチル共

重合体がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量％以上１４重量％以下

とした。メタアクリル酸メチルから誘導される単位を上記範囲下限値以上とするこ

とで良好な回路パターンへの追従性を示し，上記範囲上限値以下とすることでクッ

ション層の端部からの流出を防ぐことができる（【０００５】，【０００６】，

【０００９】，【００１５】，【００１６】，【００３５】，【００３９】）。 

 エ 本件各発明の離型フィルムは，プレス中にクッション層端面から溶融した樹

脂の熱盤への流出量を軽減でき，フィルム同士の熱融着を防ぐとともに十分に回路

パターンに追従し，その結果，回路露出フィルムへのＣＬフィルムの接着時に回路

露出フィルムとＣＬフィルムとの間の接着剤が回路パターンへ流出する量が少なく

なり，ＦＰＣの良品率を高めることができる（【００１２】）。またクッション層

の第１離型層形成側の反対側に第２離型層を形成すると，回路露出フィルムへのＣ

Ｌフィルムの接着時にクッション層がプレス熱盤に付着することを防止することが

できる。このため，回路露出フィルムへのＣＬフィルムの接着工程等に費やされる

時間を短くすることができる（【００１３】）。 

 オ 第１離型層の原料としてポリエステル系樹脂を用い，クッション層の原料と
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して，①ポリプロピレンを１０重量％，エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体

（メタアクリル酸メチル誘導単位含有量：５重量％）を９０重量％用いた場合（実

施例１），②ポリプロピレンを３０重量％，エチレン－メタアクリル酸メチル共重

合体（メタアクリル酸メチル誘導単位含有量：５重量％）を７０重量％用いた場合

（実施例２），③ポリプロピレンを３０重量％，エチレン－メタアクリル酸メチル

共重合体（メタアクリル酸メチル誘導単位含有量：１４重量％）を７０重量％用い

た場合（実施例３）のいずれにおいても，良好な回路パターン追従性を示し，加熱

プレス後の離型フィルムの剥離不良も発生せず，フィルム端面からのクッション層

の流出も低減された（【００４８】～【００５２】，【００５６】～【００５

９】）。 

 ２ 引用例１について 

引用例１（甲１）には，以下の記載がある。 

 【請求項１】ＤＳＣによる融解ピーク温度である融点が５０～１３０℃の範囲に

ある樹脂を主成分とする樹脂組成物からなる追従層と，融点が２００℃以上である

樹脂を主成分とする樹脂組成物からなり，前記追従層に積層されている離型層とを

有する多層シートであって，２枚の前記多層シートの離型層同士を１７０℃，３Ｍ

Ｐａの条件で３０分間圧着させたときに，ＡＳＴＭ Ｄ１８９３に準拠する方法に

より測定したブロッキング力が０．１Ｎ／ｃｍ以下であることを特徴とする多層シ

ート。 

 【０００１】本発明は，耐熱性，離型性及び非汚染性に優れ，並びに／または，

凹凸面への追従性に優れ，さらに使用後の廃棄も容易な多層シートに関する。 

 【００１４】本発明の多層シートは，少なくとも，追従層と離型層とを有する。

上記追従層は，基板表面の凹凸に対する追従性を担保するものであり，上記離型層

は，基板やプレス熱板に対する離型性を担保するものである。 

 本発明の多層シートを構成する上記追従層は，融点が５０～１３０℃の範囲の樹

脂を主成分として少なくとも１以上含む。もっとも，該融点が５０～１３０℃の範
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囲の樹脂を第１の樹脂とした場合，追従層は，好ましくは，第１の樹脂に加えて，

融点が１３０℃よりも高く，２５０℃以下である第２の樹脂を含む。第１，第２の

樹脂は，いずれもその融点が２５０℃以下であることが必要であり，第１の樹脂の

融点が５０～１３０℃の範囲にあり，第２の樹脂の融点が１３０℃よりも高く２５

０℃以下である。…。 

 【００１６】第１及び第２の樹脂の組合せとしては，以下の樹脂が挙げられる。

すなわち，融点が５０～１３０℃の範囲にある第１の樹脂として，エチレン，プロ

ピレン，ブテン，ペンテン，ヘキセン，オクテン，メチルペンテンなどのα－オレ

フィンの１種あるいは２種以上の共重合体，また，エチレンなどのα－オレフィン

の１種あるいは２種以上と，酢酸ビニル，アクリル酸，メタクリル酸，アクリル酸

エステル，メタクリル酸エステル，マレイン酸，無水マレイン酸，ノルボルネン，

エチリデンノルボルネンなどとの１種あるいは２種以上の共重合体などが挙げられ，

ポリエチレン樹脂，エチレン酢酸ビニル共重合樹脂，エチレン－アクリレート共重

合樹脂，エチレン－メチルアクリレート共重合樹脂，エチレン－エチルアクリレー

ト共重合樹脂，エチレン－ブチルアクリレート共重合樹脂などが挙げられる。 

 また，融点が１３０℃より高く，２５０℃以下である第２の樹脂として，ポリプ

ロピレン系樹脂，（１－）ブテン系樹脂，ポリペンテン系樹脂，ポリメチルペンテ

ン系樹脂，ポリブチレンテレフタレート，ポリプロピレンテレフタレート，ポリエ

チレンテレフタレートなどのポリエステル，６－ナイロン（登録商標），１１－ナ

イロン（登録商標），１２－ナイロン（登録商標）などのポリアミド，ポリカーボ

ネート及びこれらを変性した化合物などが挙げられる。…。 

 【００２５】上記離型層は，融点が２００℃以上である樹脂を主成分とする樹脂

組成物からなる。…。 

 【００２６】上記樹脂組成物を構成する融点が２００℃以上である樹脂は，極性

基を有することが好ましい。…。 

 【００２７】上記極性基を有する樹脂としては特に限定されず，例えば，芳香族
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ポリエステル，ポリフェニレンスルフィド，ポリエーテルエーテルケトン，芳香族

ポリアミド等が挙げられる。また，極性基を主鎖中に有する樹脂としては，ポリエ

ステルとα－オレフィンとの共重合体，ポリメチルペンテンとα－オレフィンとの

共重合体，ポリエステル及びポリメチルペンテンからなる群から選択された少なく

とも１種が好適に用いられる。なかでも，ヘテロ原子を分子中に含まないため焼却

処理時の環境負荷が軽減され，経済的にも有利であることから，主鎖中に結晶基を

有する結晶性芳香族ポリエステルが好適である。 

 【実施例１】【００５９】三層共押出機を用いて，ハイトレル２７５１（東レ・

デュポン社製：ハロゲン含有率０重量％，ガラス転移温度５３℃のポリエステルと

エーテル基を主鎖中に極性基として含有するポリエステルを主体とする樹脂組成物）

からなる厚さ２５μｍの層と，ＥＭＭＡ（住友化学社製，商品名：アクリフトＷＨ

１０２，極性基含有メチルメタクリレート樹脂）からなる厚さ１００μｍの追従層

と，上記ハイトレル２７５１からなる厚さ２５μｍの層とがこの順に重なった３層

構造の多層シートを作製した。 

 【実施例２】【００６０】実施例１と同様にして３層構造の多層シートを作製し

た後，１７５℃に加熱された直径３００ｍｍの２本のロール間をライン速度１０ｍ

／分で多層シートを通過させることにより熱処理を施し，実施例２の多層シートを

作製した。 

 【実施例３】【００６１】実施例１と同様にして３層構造の多層シートを作製し

た後，ハイトレル２７５１からなる層の外側表面に外周面にガーゼが巻き付けられ

ており，かつシート搬送方向とは逆方向に周速９０ｍ／分の速度で回転するロール

を接触させることにより摩擦処理し，実施例３の多層シートを得た。 

 【実施例５】【００６３】中央の追従層をＥＭＭＡから，エチレン－エチルアク

リレート共重合体（ＥＥＡと略す。日本ポリオレフィン社製，ジェイレックスＡ３

１００）７０重量部と，ポリプロピレン（サンアロマー社製，品番：ＰＣ６００Ｓ）

３０重量部との組成物に変更したことを除いては，実施例２と同様にして実施例５
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の多層シートを得た。 

３ 取消事由１（本件発明１に係る引用発明１Ｃに基づく新規性判断の誤り）に

ついて 

 (1) 前記２によれば，引用発明１Ｃを認定することができ，この点につき当事者

間に争いはない。そして，本件発明１と引用発明１Ｃとを対比すると，前記第２の

３(2)イ(イ)記載のとおり，相違点Ａが認められる。 

 (2) 原告は，本件発明１は，上位概念で表現された引用発明１Ｃに包含されてい

るので，相違点Ａは実質的な相違点となり得ず，本件発明１の効果が引用発明１Ｃ

の効果よりも優れている場合に限り，新規性が認められる余地があるにすぎないと

ころ，本件発明１にそのような効果は認められないので，新規性に欠けると主張す

る。 

 しかし，引用発明１Ｃにおいて，追従層の第１の樹脂は，ＤＳＣによる融解ピー

ク温度である融点が５０℃から１３０℃，第２の樹脂の融点は１３０℃より高く，

２５０℃以下であるとされ，かかる条件を満たす樹脂が多数列挙されているにすぎ

ず（引用例１の【００１４】，【００１６】），第１の樹脂と第２の樹脂において，

それぞれいかなる樹脂を選択し，どのように組み合わせるかについて，その基準や

具体的組合せが開示されているとは認め難い。さらに，引用発明１Ｃは，第１の樹

脂について，融点が５０℃から１３０℃の範囲内にあるとして多数の樹脂を列挙す

るのみで，メタアクリル酸メチルから誘導される単位（ＭＭＡ含量）に着目する構

成やその技術的意義は何ら開示されていない。そして，上記融点の範囲に，ＭＭＡ

含量等のコモノマー含量と融点との間の相関関係を考慮したとしても，引用発明１

Ｃの上記融点の範囲に含まれるエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭ

Ａ）のＭＭＡ含量は約５％から約３２％と広範なものであること（当事者間に争い

がない。），ＭＭＡ含量の変更によってエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体

（ＥＭＭＡ）の種々の物性は変わり得るのであって，融点によるかＭＭＡ含量によ

るかを単なる表記方法の相違にすぎないということはできないことからすれば，エ
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チレン－メタアクリル酸メチル共重合体がメタアクリル酸メチルから誘導される単

位を５重量％以上１４重量％以下含有している旨のＭＭＡ含量に着目する構成や，

５重量％以上とすることで良好な回路パターンへの追従性を示し，１４重量％以下

とすることでクッション層の端部からの流出を防ぐという本件発明１の技術的意義

が，引用発明１Ｃに開示されているということはできない。 

 したがって，本件発明１は，引用発明１Ｃに下位概念として包含されているとは

いえないから，原告の主張は前提を異にし，採用することができない。そして，本

件発明１が引用発明１Ｃに包含されるものではない以上，相違点Ａが実質的な相違

点であることは明らかである。 

 (3) よって，本件発明１は，新規性に欠けるということはできず，取消事由１は

理由がない。 

４ 取消事由２（本件発明１に係る引用発明１Ｃに基づく進歩性判断の誤り）に

ついて 

 (1) 引用例２及び３について 

ア 引用例２（甲２）には以下の記載がある。 

 (ア) さて，柔軟性・しなやかさの付与の点であるが，エチレン系共重合体の場

合は，コモノマーを共重合し，結晶化度を低下させる方法により柔軟化が達成され

る。…コモノマー含量が増えるに従い軟化点も低下し，取り扱い性や加工性などが

大きく変化するので，用途ごとに最適なコモノマー量を設計することにより，有用

な製品群を創出している。（５頁左欄３７～４６行） 

 (イ) 軟化点（融点）が低いほど有利であることは言うまでもないことであるが，

共重合体はコモノマー含量が高いほど融点は下がるのでこの点も考慮して設計すれ

ばよい。（６頁左欄９～１２行） 

 (ウ) 一方，エチレンとメチルメタクリレートとの共重合体であるアクリフト

（ＥＭＭＡ）などの…（６頁右欄３～５行） 

 イ 引用例３（甲３）には以下の記載がある。 
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【請求項１】…中間層が，…，エチレンとアクリル酸エステルまたはメタクリル

酸エステルの共重合体，…からなることを特徴とする離型多層フィルム。 

 【００１１】…中間層に使用する樹脂の融点は，５０～１５０℃であることが好

ましい。３０℃未満だとバラシ作業時の作業性が悪く，１５０℃を超えるとＣＬ接

着剤フロー量が多くなる。…。 

 【００１６】…以下に示す実施例及び比較例において配合した成分は，以下の通

りである。 

… 

・エチレン－メチルアクリレート共重合体（（ＥＭＭＡ）；ＭＦＲ＝２．０ｇ／１

０分，融点９０℃（住友化学(株)製） 

… 

 (2) 前記３(2)で述べたとおり，引用発明１Ｃには，引用発明１Ｃに包含される

多数の樹脂の中から，エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体とポリプロピレン

樹脂を選択して組み合わせ，また，エチレン－メタアクリル酸メチル共重合体がメ

タアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量％以上１４重量％以下含有すると

の構成（相違点Ａ）が開示されているということはできない。したがって，相違点

Ａに係る本件発明１の構成を採用すべき示唆や動機付けがされているとは認め難い。

そして，引用例２及び引用例３にも，かかる構成を採用すべき記載や示唆はされて

いない。 

 (3) 原告の主張について 

ア これに対し，原告は，引用例１の実施例５（【００６３】）のエチレン－ア

クリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）とポリプロピレン（ＰＰ）との組成物において，

エチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）をエチレン－メタアクリル酸メチ

ル共重合体（ＥＭＭＡ）に置き換えることが容易であると主張する。 

しかし，引用例１の実施例１ないし３（【００５９】～【００６１】）はエチレ

ン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）単体の使用であるから，ポリプロ
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ピレン（ＰＰ）との組成物においてこれを試みる動機付けがあるとは直ちにいえな

いこと，エチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）とエチレン－メタアクリ

ル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）とを対比すると，エステル部分と官能基部分に相

違があり，両物質の性質が極めて類似するとまではいえないこと，エチレン－アク

リル酸エチル共重合体（ＥＥＡ）はポリオレフィン（ポリプロピレンはその代表的

なものである。）との相溶性が特に優れ（甲１３），実施例５においてポリプロピ

レンと互いに溶け合ったＥＥＡをＥＭＭＡに置き換えることには阻害事由があると

もいえることからすれば，上記置換をするだけの動機付けがあったということはで

きない。 

イ また，原告は，ＭＭＡ含有率の調整は設計事項であると主張する。 

しかし，引用例１には，ポリプロピレン（ＰＰ）とエチレン－メタアクリル酸メ

チル共重合体（ＥＭＭＡ）の組合せにおいて，ＭＭＡ含有率をどのように調整する

かについては記載も示唆もされておらず，本件発明１における，ＭＭＡ含有率を５

重量％以上１４重量％以下とする構成を採用する動機付けはないこと，ＭＭＡ含有

率を変更することによってエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）

の種々の物性が変わり得ることからすれば，選択した２つの樹脂の組合せにおいて，

ＭＭＡ含有率を調整することが設計事項にすぎないということはできない。 

 (4) 小括 

よって，本件発明１は，引用発明１Ｃから容易に想到することができるものでは

なく，取消事由２は理由がない。 

５ 取消事由３（本件発明２ないし５に係る引用発明１Ｃに基づく進歩性判断の

誤り）について 

 (1) 本件発明２ないし５は，本件発明１を引用し，本件発明１の構成を全て含む

ものである。したがって，本件発明２ないし５と引用発明１Ｃとを対比すると，同

様の相違点Ａが認められるから，引用発明１Ｃに基づいて容易に発明することがで

きたということはできない。 
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 (2) よって，取消事由３は理由がない。 

６ 取消事由４（本件発明１に係る引用発明１Ｂに基づく進歩性判断の誤り）に

ついて 

 (1) 相違点１に係る容易想到性の判断の誤りについて 

 引用発明１Ｂの「第１離型層」は「融点が２００℃以上である樹脂を主成分とす

る樹脂組成物」であるところ，引用例１の【００２５】ないし【００２７】には，

「結晶性芳香族ポリエステルが好適である」との記載がある。 

 したがって，上記記載をもとに，好適なものを選択し，引用発明１Ｂの「第１離

型層」を「結晶性芳香族ポリエステル」すなわち「ポリエステル系樹脂を主成分と

する樹脂」として，相違点１に係るものとすることは，適宜選択し得る設計的事項

にすぎない。 

 (2) 相違点２に係る容易想到性の判断の誤りについて 

 ア 前記４(2)で引用発明１Ｃについて述べたことと同様，引用発明１Ｂには，引

用発明１Ｂに包含される多数の樹脂の中から，エチレン－メタアクリル酸メチル共

重合体とポリプロピレン樹脂を選択して組み合わせ，また，エチレン－メタアクリ

ル酸メチル共重合体（Ｂ２）がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を５重量

％以上１４重量％以下含有するとの構成を採用すべき示唆や動機付けがされている

とは認め難い。そして，引用例２及び引用例３にも，かかる構成を採用すべき記載

や示唆はされていない。 

 イ 原告は，引用例１の実施例５のエチレン－アクリル酸エチル共重合体（ＥＥ

Ａ）をエチレン－メタアクリル酸メチル共重合体（ＥＭＭＡ）に置き換えることが

容易であると主張する。しかし，前記４(3)アで述べたとおり，上記置換をするだけ

の動機付けがあったということはできない。 

 ウ したがって，相違点２は容易に想到することができたものではない。 

 (3) 小括 

よって，本件発明１は，引用発明１Ｂに基づいて容易に想到することができるも
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のではなく，取消事由４は理由がない。 

７ 取消事由５（本件発明２ないし５に係る引用発明１Ｂに基づく進歩性判断の

誤り）について 

(1) 本件発明２ないし５は，本件発明１を引用し，本件発明１の構成を全て含む

ものである。したがって，本件発明２ないし５と引用発明１Ｂとを対比すると，同

様の相違点１及び同２が認められるから，引用発明１Ｂに基づいて容易に発明する

ことができたということはできない。 

 (2) よって，取消事由５は理由がない。 

 ８ 結論 

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がないから，原告の請求を棄

却することとし，主文のとおり判決する。 
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